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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

千
九
百
七
十
三
年
の
船
舶
に
よ
る
汚
染
の
防
止
の
た
め
の
国
際
条
約
に
関
す
る
千
九
百
七
十
八
年
の
議
定
書
に

よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
同
条
約
を
改
正
す
る
千
九
百
九
十
七
年
の
議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

（
閣
条
第
二
一
号

（
先
議
）
要
旨

）

こ
の
議
定
書
は
、
近
年
の
窒
素
酸
化
物
等
に
よ
る
酸
性
雨
の
問
題
な
ど
、
大
気
汚
染
防
止
施
策
の
必
要
性
の
高
ま
り
を
背
景

に
、
船
舶
か
ら
の
窒
素
酸
化
物
等
の
排
出
に
よ
る
大
気
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
、
一
九
九
七
年
（
平
成
九
年
）
九
月
に
ロ
ン
ド

ン
で
開
催
さ
れ
た
一
九
七
三
年
の
船
舶
に
よ
る
汚
染
の
防
止
の
た
め
の
国
際
条
約
に
関
す
る
一
九
七
八
年
の
議
定
書
に
よ
っ
て

修
正
さ
れ
た
同
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
う

）
の
締
約
国
会
議
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
議
定
書
は
、

。

前
文
、
本
文
九
箇
条
、
末
文
及
び
一
の
附
属
書
か
ら
成
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
議
定
書
の
附
属
書
に
規
定
す
る
船
舶
に
よ
る
大
気
汚
染
の
防
止
の
た
め
の
規
則
（
附
属
書
Ⅵ
）
を
条
約
に
加
え
る
。

二
、
こ
の
議
定
書
は
、
十
五
以
上
の
国
で
あ
っ
て
そ
の
商
船
船
腹
量
の
合
計
が
総
ト
ン
数
で
世
界
の
商
船
船
腹
量
の
五
十
パ
ー

セ
ン
ト
に
相
当
す
る
商
船
船
腹
量
以
上
と
な
る
も
の
が
締
約
国
と
な
っ
た
日
の
後
十
二
箇
月
で
効
力
を
生
ず
る
。

三
、
附
属
書
（
附
属
書
Ⅵ
）
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１

附
属
書
Ⅵ
は
、
別
段
の
明
文
の
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
す
べ
て
の
船
舶
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

総
ト
ン
数
四
百
ト
ン
以
上
の
す
べ
て
の
船
舶
及
び
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
、
①
就
航
前
又
は
国
際
大
気
汚
染
防
止
証
書

（
以
下
「
証
書
」
と
い
う

）
の
発
給
前
に
行
わ
れ
る
最
初
の
検
査
、
②
主
管
庁
の
定
め
る
五
年
を
超
え
な
い
間
隔
で
行

。

わ
れ
る
定
期
的
検
査
及
び
③
証
書
の
有
効
期
間
内
に
少
な
く
と
も
一
回
行
わ
れ
る
中
間
検
査
を
受
け
る
。
こ
れ
ら
の
検
査

は
、
船
舶
の
設
備
等
が
附
属
書
Ⅵ
に
定
め
る
要
件
に
完
全
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。
検
査
は
、
主
管

庁
の
職
員
又
は
主
管
庁
の
指
名
す
る
検
査
員
若
し
く
は
任
命
す
る
団
体
が
行
う
。

３

主
管
庁
は
、
２
の
検
査
の
後
、
他
の
締
約
国
の
港
等
へ
の
航
海
に
従
事
す
る
総
ト
ン
数
四
百
ト
ン
以
上
の
す
べ
て
の
船

舶
及
び
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
つ
い
て
、
証
書
を
発
給
す
る
。
証
書
は
、
①
必
要
な
検
査
が
行
わ
れ
な
い
場
合
、
②
主
管

庁
の
明
示
の
承
認
な
し
に
設
備
等
に
重
要
な
変
更
が
行
わ
れ
た
場
合
及
び
③
船
舶
が
他
の
国
を
旗
国
と
す
る
こ
と
と
な
る

場
合
に
は
、
効
力
を
失
う
。

４

他
の
締
約
国
の
管
轄
の
下
に
あ
る
港
等
に
あ
る
船
舶
は
、
船
長
等
が
船
舶
に
よ
る
大
気
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
手
続
に

精
通
し
て
い
な
い
と
信
ず
る
に
足
り
る
明
確
な
根
拠
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
他
の
締
約
国
が
行
う
監
督
に
服
す
る
。
当

該
他
の
締
約
国
は
、
附
属
書
Ⅵ
に
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
状
況
に
な
る
ま
で
、
船
舶
を
航
行
さ
せ
な
い
た
め
の
措
置
を
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と
る
。

５

締
約
国
は
、
船
舶
が
こ
の
附
属
書
に
違
反
し
て
大
気
汚
染
物
質
を
排
出
し
た
か
否
か
を
確
認
す
る
た
め
、
自
国
の
港
等

に
お
い
て
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
締
約
国
は
、
船
舶
が
附
属
書
Ⅵ
に
違
反
し
て
大
気
汚
染
物
質
を
排
出
し
た
と
い

う
証
拠
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
証
拠
を
船
舶
の
主
管
庁
に
提
供
す
る
。
主
管
庁
は
、
証
拠
を
受
領
し
た
と
き
は
調
査
を

行
い
、
十
分
な
証
拠
が
存
在
す
る
と
認
め
る
と
き
は
司
法
手
続
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。
船
舶
に
よ
る
海
洋
環
境
の
汚

染
の
防
止
、
軽
減
及
び
規
制
に
関
す
る
国
際
法
は
、
必
要
な
変
更
を
加
え
て
、
附
属
書
Ⅵ
に
定
め
る
規
則
及
び
基
準
に
つ

い
て
適
用
す
る
。

６

オ
ゾ
ン
破
壊
物
質
の
意
図
的
な
排
出
は
、
禁
止
す
る
。
オ
ゾ
ン
破
壊
物
質
を
含
ん
で
い
る
設
備
等
の
船
舶
へ
の
新
た
な

設
置
は
、
禁
止
す
る
。

７

一
定
の
出
力
を
超
え
る
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
で
あ
っ
て
、
二
〇
〇
〇
年
一
月
一
日
以
後
に
建
造
さ
れ
た
船
舶
に
設
置
さ
れ

る
も
の
等
の
運
転
は
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
一
定
の
制
限
値
を
超
え
る
場
合
に
は
、
禁
止
す
る
。

８

船
舶
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
燃
料
油
中
の
硫
黄
の
含
有
率
は
、
四
・
五
質
量
百
分
率
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
硫
黄
酸

化
物
排
出
規
制
海
域
内
に
あ
る
船
舶
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
燃
料
油
中
の
硫
黄
の
含
有
率
は
、
一
・
五
質
量
百
分
率
を
超
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え
て
は
な
ら
な
い
。

９

締
約
国
は
、
タ
ン
カ
ー
か
ら
の
揮
発
性
有
機
化
合
物
の
排
出
を
自
国
の
管
轄
の
下
に
あ
る
港
等
に
お
い
て
規
制
す
る
場

合
に
は
、
揮
発
性
有
機
化
合
物
の
蒸
気
の
排
出
を
制
御
す
る
装
置
が
当
該
港
等
に
備
え
ら
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
当
該

港
等
に
航
行
す
る
タ
ン
カ
ー
は
、
揮
発
性
有
機
化
合
物
の
蒸
気
を
収
集
す
る
装
置
を
備
え
、
及
び
当
該
港
等
に
お
い
て
当

該
装
置
を
使
用
す
る
。

船
舶
の
通
常
の
航
行
中
に
生
ず
る
廃
棄
物
の
焼
却
（
以
下
「
船
上
焼
却
」
と
い
う

）
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
船

。

10
上
焼
却
炉
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
。
有
害
物
質
を
含
ん
で
い
る
廃
棄
物
の
船
上
焼
却
は
、
禁
止
す
る
。

船
舶
に
供
給
さ
れ
及
び
船
舶
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
燃
料
油
の
詳
細
は
、
燃
料
油
供
給
簿
に
記
録
す
る
。
燃
料
油
供
給

11
簿
に
は
、
燃
料
油
の
品
質
が
制
限
値
以
下
の
硫
黄
含
有
率
で
あ
る
こ
と
等
の
情
報
を
含
む
。
燃
料
油
供
給
簿
は
、
燃
料
油

供
給
者
が
提
供
す
る
も
の
と
し
、
い
つ
で
も
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
船
舶
内
の
場
所
に
備
え
る
。
締
約
国
は
、

船
舶
が
自
国
の
港
等
に
あ
る
間
は
、
燃
料
油
供
給
簿
を
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
締
約
国
は
、
燃
料
油
供
給
簿
に
記
載

さ
れ
た
燃
料
油
に
適
合
し
な
い
燃
料
油
を
供
給
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
適
当
な
措
置
を
と
る
も
の
と
し
、
要
件
に

適
合
し
な
い
燃
料
油
を
受
領
し
た
船
舶
の
主
管
庁
に
通
報
す
る
。


